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原子力発電所の区域区分

原子力・エネルギー図面集

原子力発電所の保全のために、
特に管理を必要とする場所で、
管理区域以外の場所

原子力発電所において放射線、
放射性物質による放射線障害
を防止するため、人の立ち入り
を制限している区域

原子力施設に起因する一般公衆
の被ばく線量が、法律に定められ
る値を超えないよう一般公衆の不
要な立ち入りを制限する区域

放射線や汚染の程度に応じ細区分
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